
→

０円

カーシェアリング利用数

カーシェアリング管理運営業務委託の事業方式について

収益保証金
（月額）

事業方式

利用料金収入
（売上金）

収益保証金

<公社>

利用料金収入

（売上金）

(1) 受託者が公社に支払う契約金額は、収益保証金とする。

(2) 受託者は、利用料金収入（売上金）の額にかかわらず、収益保証金を公社に支払う。


